
良質な医療を提供する体制の確立を図るための   

医療法等の一部を改正する法律の概要  

7年12月1日に取りまとめられた「医療制度改革大軌に沿って、国民の医療に対する安心一信頼を確保し、質の高い医療サービスが  政府・与党医療改革協議会により、平成1   

適切に受けられる体制を構築するため、患者等への医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進、地域や診療科による医師  

不足問題への対応等の措置を講ずる。  

〔  
患者等が医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できるよう支援する。  

○都道府県が医療機関等に関する情報を集約し、分かりやすく住民に情報提供し、住民からの相談等に適切に応じる仕組みの制度化   
〔医療法、薬事法〕  

○入退院時における治療計画等の文書による説明の位置付け  
○広告規制の見直しによる広告できる事項の拡大〔以上医療法〕  

2 医療計画制度の見直し等を通 
／  

〔 

医療計画制度を見直し、地域連携クリテイカル／くスの普及等を通じ、医療機能の分化・連携を推進し、切れ目のない医療を提供する。  
早期に在宅生活へ復帰できるよう在宅医療の充実を図る。  

○医療計画に、脳卒中、がん、小児救急医療等事業別の異休的な医療連携体制を位置付け  
○医療計画に分かりやすい指標と数値目標を明示し、事後評価できる仕組みとすること〔以上医療法〕  
○退院時調整等在宅医療の推進のための規定整備〔医療法、薬剤師法〕   

旦地域や診療科による医師不足問題への対応  

「へき地等の特定地域、小児札産科などの特定の診療科における医師不足の深刻化に対応し、医師等医療従事者の確保策を強化する。  
し  

○都道府県の「医療対策協議会」を制度化し、関係者協議による対策を推進  
○医療従事者への地域医療確保への協力の位置付け〔以上医療法〕  

4 医療安全の確保  

○医療安全支援センターの制度化、医療安全確保の体制確保の義務付け等〔医療法〕  
○行政処分を受けた医師、歯科医師、薬剤師及び看護師等に対する再教育の義務化、行政処分の類型の見直し等〔医師法、歯科医師法、   
薬剤師法、保健師助産師看護師法〕   

5 医療従事者の資質の向上   

○行政処分を受けた医師等の再教育の義務化等 （再掲）  
○看護師、助産師等について、現行の業務独占規定に加え名称独占規定を設けること〔保健師助産師看護師法〕  
○外国人看護師、救急救命士等について、臨床修練制度の対象とすること〔外国医師等の臨床修練法〕  

6働革  
医業経営の透明性や効率性の向上を目指す。  
公立病院等が担ってきた分野を扱う医療法人制度を創設する。  

○解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底  
○医療計画に位置付けられたへき地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型（「社会医療法人」）の創設等  
〔以上 医療法】   

7その他 

○施設規制法の性格が強い現行の医療法を、患者の視点に立ったものとなるよう、目的規定及び全体的な構造の見直し  
○有床診療所に対する規制の見直しその他所要の改正〔以上医療法〕  
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最近の動き  

Ⅰ．はじめに  

○現場地域のイニシアチブを第一とする  ○改革努力を怠らない  

○医療従事者のみならず、患者・家族等国民がみんなで医療を支えることが必要  

Ⅱ．具体的な政策  

①医療従事者の数と役割  
医師数の増加（H9年間議決定の見直し）  

医師の勤務環境の改善（女性医師の離職防止・復職支援）  

診療科のバランスの改善等（産科りト児科等の増員方策の検討）  

職種間の協働・チーム医療の充実 等  

②地域で支える医療の推進  

救急医療の改善策の推進（量的・質的な充実、地域全体でのトリアージ、夜間・救急利用の適正化）  
「地域完結型医療」の推進（医療計画に基づく医療連携体制の推進、診療所機能の強化）、  
在宅医療の推進  
地域医療の充実・遠隔医療の推進 等  

③医療従事者と患者・家族の協働の推進  

相互理解の必要性  

医療の公共性に関する認識、患者や家族の医療に関する理解の支援 等  

Ⅲ．医療のこれからの方向性  

O「治す医療」力＼ら「治し支える医療」へ  
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①医嘩一介護にかかる需要の増大  

75歳以上高齢者の増大・家族介護力の低下・地域のサポートカの低下等々により医療・介護サービス需要   
は増大。需要に応えるサービス確保のための将来の財源確保が大きな課題となることは不可避。   

②不十分■非効率なサービス提供体制  
我が国の病院は、人的・物的資源の不足、非効率が指摘される一方で、救急医療問題、地域医療の困窮、   

し現段階でできる緊急の対策を講じて  

③サービス提供体制の構造改革と人的資源・物的資源の計画的整備   
「選択と集中」の考え方に基づいて、病床機能の効垂化・高度化、地域における医療機能のネットワーク化、   

医療一介護を通じた専門職種間の機能一役割分担の見直しと協働体制の樗筆，人的筆源の＿計画的養硬一時顔な ■l■■■ ▼■r lT■T′・′r、 ヽ ′ ヽl■■」lJ■「■■′′′■ヽ▼■■ ＝l： ：【・■ J叫′′Y l▼l・・Ll′l、1  
入すべきものには思い切った投入を行うこ  
行うことが必要である。  

ど、効率化すべきものは思い切って効率化し、他方で資源   
とが必要であり、そのために必要な人的1物的資源の計画   

④診療報酬体系・介護報酬体系の見直し  

緒掟  

源  

見  

改革を実現していくためには、安定的な財  
内部での財源配分のあり方についての  
こさかのぼった検討が必要である。  

⑤医療・介護に関する将来試算の実施  
あるべきサービスの姿はどのようなものなのか、そのことを明らかにし？つ、それを実現し、碓持していくため  

にはぎれ宙ナの費用（ラ白－・ストシク）が必要なのかを推計する試算を早急に実施。費用推計試算を踏まえ、  
財源の確保方策について検討を行う。  
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規制改革等の主な動き   

【臨床修練】  

○規制改革に係る対処方針について（平成22年6月18日間議決定）  

・医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2年間という年限の弾力化を図るなど、制度・運用を見直す。また、  
国内での診療について、臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認  
めるための制度改正を行う。＜平成22年度中検討、結論＞ 

・看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手続の簡素化を図るなど、制度・運用を見直す。＜  
平成22年度中検討、結論＞   

○新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策（平成22年9月10日間議決畢）  

一医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2年間という年限の弾力化を図るとともに国内での診療について、  
臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認めることについて、制度・  
運用の見直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年中に順次所要の措置を講ずる。  

・看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手続の簡素化を図ること等について制度・運用ゐ見  
直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年中に順次所要の措置を講ずる。   

【死体解剖保存法】  

O「「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する  

政府の対応方針」（平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定）  

・医療技術研修等のための死体利用について、現荏実施中の研究（死休を利用した医療技術研修のニーズ等）の結果を踏まえ、提  
案の実現に向けて、国民の合意形成を得るべく、必要な対応策を検討し、結論を得る。＜平成23年度できるだけ早期＞  
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新成長戦略一基本方針（抜粋）  
〈平成22年6月18日間議決定〉  

（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ）   

我が国は、国民皆保険制度の下、低コストで質の高い医療サービスを国民に提供してきた結果、世界一の  
健康長寿国となった。世界のフロンティアを進む日本の高齢化は、ライフイノベーション（医療・介護分野革新）  
を力強く推進することにより新たなサービス成長産業と新■ものづくり産業を育てるチャンスでもある。   

したがって、高い成長と雇用創出が見込める医療・介護一健康関連産業を日本の成長牽引産業として明確に  
位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りなが  
ら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰もが必要なサービスにアクセスできる体制  
を維持しながら、そのために必要な制度・ルールの変更等を進める。  

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）  
安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療■介護技術の研究開発を推進する。産官学が一体となっ  

た取組や＼創案ベンチャーの育成を推進し、新薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した遠隔  
医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビリティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実用  
化を促進する。その前提として、ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫琴の課題であり、治験環境の整備、承認  
審査の迅速化を進める。  
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（不安の解消、生準を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）   
高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の基礎である。しか  

し、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴う多様で質  
の高いサービスヘの需要の高まり等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の  

不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医療・介護サー  
ビスの基盤を強化する。   

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療■介護従事者の  
確保とともに、医療t介護従事者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度」専  
門的医療の集約化、介護施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療1介護サービ  
スを安定的に提供できる体制を整備する。  

（地域における高齢者の安心な暮らしの実現）   

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を支えている。住み慣れた  
地域で生涯を過ごしたいと願っている高齢者は多く、地域主導による地域医療の再生を図ること  

が、これからの地域社会において重要である。具体的には、医療・介護・健康関連サービス提供  

者のネットワーク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅での生活支援ツールの整備  

などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望するサービスを受けることができる社会を構築す  

る。   
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2020年までに  
実王冠すべき成果目標  

2013年産までに  
実施すべき事項  

2011年虔に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（201（）年度に実施する事項）  

l  

l※診療報酬・介護報酬の同時改定（2012年廣）  
1．医姦・介護サービスの基盤酎ヒ、高齢者の安心な暮らしの実現  

※新たな介護保険事案計画の策定（2011年度）  
新たな医療計画の篇定（2刑2年度）  

医療提供体制（マンパワーを含む。）に  

関する今後の需要予測を踏まえたグラ  
ンドデザインの策定  

グランドデザインの進捗評価と見直し  

・4疾病5事業の医療連携体制の構築強化  
・国民に対する「病院機能の見える化」強化  急性期医療の機能強化による平均在焼日数の縮  

減  
医療の市場規  

・看護師、薬剤師、介護職員等、既存の  
医標・介護関連職種の活用促進・役割  
拡大  
・医療クラーク等の大幅な導入促進   

59兆円   

介護の市場規模  
19兆円   

新規雇用 201万人   

平均在院日数（19日）の  

縮減＝国民のQOL向上  

※4疾病：がん、ぷ卒中、急1生心賎梗塞、鶴尿病   
5事業：救急、災害時、へき地、局産期、小児医療  

lOECD平均並み実働医師数の確保  

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し  
・診療報酬の活用その他のインセンティブについて検討・結論  

（いずれも2刑2年度までに）  

遠隔医療の適切な普及のための 現行  
規制の解釈・要件明確化（2010年度措  
置、以後難願的に検討・措置）  

介護サービス提供体制（マンパワーを含  

む。）に関する今後の需要予測を踏まえ  
たグランドデザインの策定  

介護基盤の整備（2009～11年虎夫までの  
合計で】6万床整備）  

2嘩間地域巡回型訪問サービス、レス／くイト  

ケア（家族の介護負担軽減）拡充の本格実施  場・家庭への早期復帰  
定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有地の貸付等（2010年度運用開始）  実現   

医療・介護分野のセーフ  
ティネット充実による将来  
不安の緩和により、r貯蓄  

から消費へ」の拡大   

・特別養護老人ホ丁ムへの社会 医  
療法人の参入（結論）、公益性 等を踏  
まえた運営主体規制め見直し（検計開  

始）  

，いわゆる施設サービス等の供給総  
量に係る参酌標準の撤廃  

情報通信技術の活用等の効果を踏まえた  
効率的事業運営や人的資源有効活用を促  
す規制改革の検討・結論：訪問介護事  
業所におけるサービス提供責任者配置基  
準 等  

・グランドデザインの進捗評価と見直し  
・地域包括ケア推進の法体系等の整備  

（2012年虔）  

公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの利用促進  
策（地域lこおける提供促進体制の構築強化を含む。）の検討・実施  

民間事業者等によるサービス付き高齢  
者賃貸住宅の供給支鎧  

民間事業者等によるサービス付き高齢者賃貸  
住宅の制度化に関する法律の改正  

PPP（官民連携）による公共賃貸住宅団  
地への医療・福祉施設導入  

2013年度までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目標  
2011年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事Ⅰ頁）  

2．医療・介護と連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の歳出  

健康関連サービ  r（新）健康日本21J策定（2012年産まで  
に）、その取組の推進  と雇用の創  ・医撮■介護と生活との関わりを支操する健  

康関連サービス事美香の品質基準の整備  
・医行為グレーゾーンの整理・明確化  
・医療一介護・健康関連サービス事業者間の  
連携標準約款の策定  
（いずれも継続的に2010年産から措置）  

市場規模  25兆円  
新規雇用  80万人  

医療・介護と関わる生活を支捜する事業  
者を中心としたコンソーシアムの形成  

保険者たよる健康づくりを促進させるイン  
センティブ制度の設計・導入  活習慣病の大幅改善  

く参考）全死亡者数の6割、国民医療費の3割  
（約11兆円）を生活習慣病で♯消  

先進的な取組を踏まえた地域の健康づく  
り成功モデルの追求、展開促進  

多様な事業者のシームレスな連携を前提とした医療・介護・健康に係る個人情報の取扱ルー  
ルの策定、情報システムの標準化・互換性確偏  

健康寿命の延伸  
（蓼考値）健康寿命：男性73ま・女性78歳  

ーWHO2010（平成伯年億）  
研究者・足掛事業者等による国保有のレ  
セプトデータ等の利活用に関するルール  
の整備  

データ利活用の申請受付の  
開始（2011年度早期）  

晃「新しい公共Jや風間事業者による健康・生   
者支援サービス（疾病予防t疾病管理サー   
ビス、l已食、移動・移送、健康食品、健康捜   

乱健すリテラシ丁数育、癒L温泉指導．  
国民の健康な生活を支えるサービス提供人材  

（健康リテラシー向上や医療等情報システムを担う人材を含む。）の強化・育成  
フィットネス、′〈  
宅サTビス専）   



2011年度に  

実施すべき事項  
2013年度までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目標  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

4．ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消  

先進医療の評価・確認手続の簡  
素化  

未承認葉・機器を提供する医療機瀾の  
選定とネットワーク化  

早期臨床試験の強化やグロー′くル藍床研  
究拠点の整備を含む「ポスト治験活性化5カ  

年計画」の策定  
r治験活性化5カ年計画」の評価  新治験活性化計画の実施  

未承認医療機器の岳床研究に係る薬  
事法適用範囲の明確化  

医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決  ドラッグラグ、デバイ  
スラグの解消  

l人員750名  ・医薬品医療機器総合機構の人員増強、  
アカデミア・企業等との人材交読  
・臨床評価ガイドライン等の各種ガイドライ  
ンの策定  
・アジア各国の審査機関への技術協力の  
検討  

米国並みの事査期間（医薬12ケ月、横幕14ケ月）達  

「E】本発シーズの実用化に向けた薬事戦略  

相談（仮称）」の創設  
1  1  

1  l  ・既存データベースの活用  
・大規模医療情報データベースの構築・  
医薬品等安全対策への活用  

医療データ活用のための個人情報の保  
護に関する指針の整備、  

革新的医薬品・医療機器を評価するため  
の償還価格制度の見直し検討  

償還価格制度の見直し  

5＿医療の国際化推進  

国際医療交流（外国人患者受入  
れ）のための  

・規制緩和の検討・実施  
・推進体制・認証制度創設の検討  

国際医療交流のための  
・規制緩和の実施  
・推進体制及び認証制度の整備  
・医療機関のネットワーク化  

海外医療1幾関  
との連携推進  2012年度から本格受入  

日本の高度医療及び  
健診に対するアジアトッ  

プ水準の評価・地位の  

獲得  

■外国人医師・看護師による国内診療等の規制 l  ル、わゆる【医療滞在ピザ」の設置（査証・在l  

常資格対応）  
l  

・外国人医師■看護師による国内診療等のl  

緩和の実施  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーション l  
を含む。）の整備  規制緩和の検討  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーショl  ・外国人患者受入れに資する医療横関認証制 l  
度の整備  ンを含む。）の検討  

・医療言語人材の育成  l・医療雄周のネットワーク化  l  

◇働連携碩化   

＞病院・病床の役割分担を進め、急性期医療の機能強化、リハビリ・在宅  
医療などの充実・連携強化により、シームレスな医療提供体制を構築   

＞患者や市民の参画による、地域のニーズを反映した医療提供体制の整備   
＞4疾病5事業の医療連携体制の構築強化、病院機能の見える化  

◇ 専門職種の役割分担の見直し   

＞「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書を重け、特定看護師（仮  
称）制度など、医療関係職種間の役割分担を推進   

＞看護師、薬剤師、介護職員等、既存の医療・介護関連職種の活用促進・  
役割拡大、医療クラーク等の大幅な導入促進   

＞介護職員等の医療行為（癌の吸引・経菅栄養）について特真において看  

護師と連携して円滑に進めるとともに、更なる措置について、法的措置  
を含めて検討  

◇ 地域における医師の確崖   

＞チーム医療の推進等により、OECD平均並みを目指して実働医師数を  
増加   

＞診療科ごと、地域ごとの医師等の不足の実態把握  

平均在院日数（19日）の縮減芋国  
民のQOL向上、職場・家庭への早  
期復帰実現  

平成22年度に特定看護師（仮称）  

の試行事業を実施（その状況を踏ま  

え制度化を検討）  

平成22年度から実施  

平成22年中にグランドデザインを  

策定  

平成22年に開始し、同年夏過ぎを  

目途に公表   



※新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）   

「健康大国戦略」  

◆ 海外での開発・上市が先行するドラッグ・ラグ、デバイス・ラグ  
◆ 諸外国と比べて高コストの治冨実体制  

◆ 安全性基準、国際標準が定まっていない生活支援ロボット  

◇㈲消   

＞医薬品医療機器総合機構の人員増強、アカデミア・企業等との人材交流、臨床評  
価ガイドライン等の整備、アジア各国の審査機関への技術協力の検討等により、  

開発から承認までの期間を短縮  

◇瀾篭・実用化促進   

＞医療の実用化促進のためのコンソーシアムの創設と研究支援人材配置・研究費の  

重点配分、先進医療等の規制緩和   
＞未承認薬・機器を提供する医療機関の選定とネットワーク化、当該医療機関にお  

ける先進医療の評価・確認手続の簡素化   
＞早期臨床試験の強化やグローバル臨床研究拠点の整備を含む「ポスト治験活性化  

5カ年計画」の策定・′実鹿   

＞未承認医療機器の臨床研究に係る薬事法適用範囲の明確化、医療機器の開発・製  

造に係る法的論点の整理と解決   
＞再生医療の臨床研究力＼ら実用化への切れ目のない移行を可能とする制度的枠組み  

の検討・整鱒   
＞大規模医療情報データベースの構築・活用による医薬品等安全対策の推進  

＞「日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療横器薬事戦略相談事業（仮称）」め創設   

＞新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の実施により薬価の引き下げを緩和  

医薬品：平成23年度までに2．5年の卜■ラッグ・ラ  

ク■解消  
医療機器二平成25年度までに19カ月のデハ●イ  

ス・ラグ解消  

2020年までに約7000億円／年の経 済効果  
平成23年度以降実施  

平成22年度以降実施  

平成22年度以降実施  

医療データ活用のための個人情報の保護に関す  
る指針を整備し、2013年度までに構築  

平成23年度開始を検討  

平成22年度（試行的導入）  
医療費ベースで約700億円を充当  

◇ ワクチン開発一生産体制の整備   

＞基金の活用による新型インフル工ンザワクチン開発・生産体制の整備   

＞トランスレーショナルリサーチ（基礎から実用化への橋渡し研究）の  

推進等によるワクチン開発の推進   

◇ 介護機器（福祉相 生活支援ロボットの実見化   

＞介護機器（福祉用異）の研究開発の推進・臨」末評価の拡充   

＞介護機器（福祉用異）における給付のあり方の検討（サービスの向  

上・貸与と販売の整理等）   

＞生活支援ロボットの基本安全性・評価手法の確立、国際標準化の推進  

（経産省と連携）  

全国民分の新型インフル工ンザワク  

チンの生産期問：5年以内を目途に  

1年半－2年→約半年  
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Qし医療を支える基盤（ソフH   

・医師等医療人材の確保   

・情報提供・広告・安全確保  

■ 医療法人   

Q 
一 医療施設体系   

・特定機能病院、地域医療支援病院   

0地域における医療体制   

・医療計画   

・救急医療、小児・周産期医療 

■ 在宅医療   

※医療計画については、4疾病5事業に係る医療機能の見直しなどの実務的な検討を行うため、別途検討会を設   
置（詳細は次項参照）  
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医療計画の見直しに関する検討会（仮称）について（案）  

ユ．検討項目  

■ 医療体制の構築に係る指針（＊1）に示された、4疾病5事業（＊2）に係る医療機関に   

求められる医療機能の見直し   

・医療計画の達成状況を把握するための指標の在り方  

■ 医療計画策定のためのデータ集積・分析等の在り方 等  

＊1疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針（平成19年7月20日指導課長通知）  
＊2 がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・救急医療・災害時における医療・へき地の医療・周産期医療・小児医療  

2．スケジュール  

平成25年度からの次期医療計画の開始に向けて、平成23年度中を目途に検討結果を  
とりまとめる。  

※ 委員は、関係団体、自治体及び有識者で構成  
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